
 

 

 
職員が，皆様の職場や地域の会合などにお伺いし， 
裁判員裁判に関する疑問に分かりやすくお答えします。 

裁判員制度出前講義 

対 象 １５人以上の団体 

日 時 応相談（原則として，平日の昼間の１時間程度） 

場 所 ご希望の場所 

内 容 ① 裁判員制度の概要説明 

② 裁判員裁判の運用状況に関する説明 

③ 裁判員制度に関する質疑応答等 

 

静岡地方裁判所事務局総務課広報係 

電話 ０５４－２５１－６２４１（直通） 

午前８時３０分から午後５時まで（土日祝日を除く） 

 

お申込み・お問い合わせ先 

もっと知りたい 

裁判員制度 


